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ご存知のようにわが国の歯学部卒業生の間で口腔外科を目指す若者が減少し、口腔外科の

将来に危機感を持っている方も多いかと思います。本学会もこれまで以上に若手口腔外科医

を支援する必要性を感じています。この度、若手口腔外科医の活性化を目的に、学会として

若手口腔外科医の国内他施設での研修を支援する制度を設立しました。 

現在、若手口腔外科医の他施設での研修は、主に従来から交流のある施設間や、個人的な

人脈を元に行われていると考えられ、支援する制度はほとんどありません。そこで本学会と

しては、各施設の情報を登録し公表することで若手口腔外科医に広く選択肢を提供し、さら

に費用面でも支援を行って若手口腔外科医の国内研修を活性化させたいと考えております。 

つきましては、貴施設における若手口腔外科医研修の受け入れの可否についてお答えいた

だき、受け入れ可能な場合は登録票に研修を行う上での条件、特徴などについてご登録いた

だきたくお願いする次第であります。本制度の概略につきましては下記をご参照ください。 

各施設代表者におかれましては何かとご多忙の中ではございますが、口腔外科の将来をふま

えてご協力をお願い致します。 

 制度の運用開始は来年度を予定しておりますので、若手口腔外科医への周知もあわせてお

願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

  



「若手口腔外科医のための国内研修支援制度」 概略 

 

1）予算等 

研修支援として年間 300万円の予算を計上しています。 

研修期間は原則 1 週間、2 週間、1 か月間 の 3 種類とし、研修希望者の人数、研修期間、

交通費等を考慮して支援金額を決定します。 

 

2）手続きの流れについて 

・国内研修希望者は、研修登録施設の研修内容、条件等（学会 HP上で閲覧可能）を確認し、

希望する研修施設担当者と個人的に交渉を行います。 

・希望研修施設および研修期間が決まった後に、本委員会に支援申請書を提出します。 

・委員会は提出された申請書を元にグラント方式で支援額を決定します。 

・研修者は国内研修終了後、委員会に研修報告書を提出して研修終了となります。 

 

3）各医療機関の登録項目 

国内研修支援制度担当者 

年間における研修受け入れ可能時期 

1回の研修毎の最大受け入れ可能期間 

受け入れ可能人数（年間受け入れ可能人数、同時期最大受け入れ可能人数） 

宿泊用施設の有無 

施設の特徴、特筆すべき条件等 

 

4）運用開始時期 

2019年 4月より運用開始予定です。 

 

＊2018年 12月中に施設登録を完了し、学会 HP上で閲覧可能にする予定です。 

 

＊2019 年度研修希望者は（年度途中も随時受付ますが、2019 年 4 月からの研修を希望する

場合は、）2019年 2月末までに本委員会に申請して下さい。申請は研修希望施設との調整が

終了していることが必須条件になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



概略スケジュール 

 

日 付 内 容 

2018年 10月 5日～ 研修施設受入れ可否の案内を研修施設・准研修施設に郵送する。 

2018年 10月中旬 研修施設 登録の開始 

2018年 12月 31日 研修施設 登録の締切 

2019年 1月 1日～ ・国内研修の募集開始（ホームページに施設リストを公表） 

・研修希望者はホームページを参照の上、希望する施設と直接交

渉する（マッチング交渉）。 

・研修希望者と研修施設の希望がお互い一致する。 

・マッチした若手口腔外科医は学会に申請書を提出する。 

2019年 2月 28日   申請書受付の締切 

2019年 3月中 若手口腔外科医委員会による選考、支援金の決定 

2019年 3月中 ホームページにて結果の発表、本人への通知 

2019年 4月～ 国内研修の実施 

 


